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消費税法の一部が改正され,平成16年4月1日から適用されました。
この改正|こより、新たに課税事業者となられる万々がおられます。又、不則課税が義務付けられる事
業者もあります。

そこで、当所で|よ消費税改正の正しい知識を習得していただくよう、下記要領で個副相談会を開催
いたしますので、是非ご参加くださいますようご案内しヽたします。
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1月22日 (月)
大田商工会館
中国税理士会

1月23日 (火)

杏圏霜蓮傘塞

1 3 : 3 0～16:3 0
2階会議室
石見大田支部税理士

13:30-16:30
2階会議室
石見大日支郡税理士

13:30-16:30
2階会議窒
否見大日支部税理士
∞
難接

相談料

主 催

後 援

無 料

大日商正会議所

お申込み・問含せ TEL 82-0765 酔 区 82-2993
百見大日蕎色申告会連合会。(社)石見大田法人会・百見大田間税会

―――
切り駅らず、そのままご騒 して下さい
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改正消費税lEl剛相談会 参カロ申込書

◎ 課税事業者ほ

「課税売上3000万 円超⇒1000万円超」
◎ 闇易課税を選択できる事業者|よ

「2億円以下⇒5000万 円以下」

(1国人の場合)

平成16年分の課税
売上高が 1000万円
を超えると平成18年

分は、消費税の課税
事業者になります。

講習会参力8希望日
22日 (月)・ 23日 (火)・ 24(水 )

(ご希望の日を○して<ださしヽ)

発望]き固(30分区切り_

事業所名 参力B者名

住  所 TEL


